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軽自動車税（種別割）の課税免除
（商品車）
　商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動

車税（種別割）は、税務課に申請をいただくことで、課

税免除を受けることができます。

【課税免除要件】

〈所有者〉

　①古物営業の許可を受けていること。

　②町税等の滞納がないこと。

〈車両〉

　①平成３０年４月２日以降に取得したもの。

　②販売を目的として取得したもの。

　③商品車として町に登録のあるもの。

　④町内の一定の場所に置かれ、使用しないもの。

　⑤試乗車、回送車および代用車を除く。

　⑥申請者が、賦課期日現在において登録上の所有者

　　および使用者と同一であること。

※平成３０年４月１日以前に取得した車両については 

　平成３１年度に課税免除を受けており、かつ②～④ 

　の要件を満たす場合、課税免除の対象となります。

申下記の書類を４月１０日（水）までに税務課へご提出

　ください。

　●軽自動車税課税免除申請書（商品車）

　●古物商許可証の写し

　●車両の展示状態がわかる写真

　●走行距離計表示値がわかる写真

※申請書は町ＨＰからダウンロードできます。

問税務課　撒（５７）４１２３

町からのお知らせ・お知らせ

ブロック塀等の撤去補助制度を
ご利用ください
　ブロック塀等の倒壊による歩行者への被害の防止を

図るため、危険なブロック塀等の撤去工事に要する費

用の一部に対する補助事業を実施します。

【補助金額】

　限度額１５万円

※工事費または工事を行うブロック塀の長さ×１０，０００円

　のいずれか低い額の３分の２以内

【補助対象】

　建築基準法上の道路または通学路に面する、道路等

の地盤面からの高さが８０ｃｍを超えるブロック塀等で、

安全基準に適合しないもの。

【受付開始時期】

　５月１日（水）～１０月３１日（木）　※先着順

※受付可能件数は若干数になりますのでご注意ください。

※補助金の交付決定前に契約や工事等の着手をしてし

　まうと補助の対象となりません。

※記載内容以外にも条件がありますので申請前に必ず

　事前相談をお願いします。

問都市整備課　撒（５７）４１６１

木造住宅の耐震支援制度を
ご利用ください
　木造住宅の耐震化を支援するため、旧耐震基準で建

てられた木造住宅の耐震診断、補強計画と併せて行う

耐震改修、耐震建替えに対する支援事業を実施します。

【支援制度】

　〈耐震診断士派遣事業〉

　　耐震診断を無料で受けられます。

　〈耐震改修〉

　　補助限度額１００万円

　※事前に耐震診断を実施することが必要になります。

　〈耐震建替え〉

　　補助限度額１００万円

　※事前に耐震診断を実施することが必要になります。

【支援対象】

　●昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準で着工され

　　た住宅

　●木造２階建て以下の住宅（賃貸は除く）

※以前に、この支援制度をご利用になった方は、対象

　にはなりませんのでご注意ください。

【受付開始時期】

　５月１日（水）～１０月３１日（木）　※先着順

※受付可能件数は若干数になりますのでご注意ください。

※補助金の交付決定前に契約や工事等の着手をしてし

　まうと補助の対象となりません。

※記載内容以外にも条件がありますので申請前に必ず

　事前相談をお願いします。

問都市整備課　撒（５７）４１６１

シルバー人材センターからのお知らせ

【新講座】“もう一度世界史”せきね塾

　高校の世界史を読み解きながら、世界がどのように

歩んできたかを学びます。

※資料準備のため、初めて受ける方は事前にご連絡ください。

問（公社）野木町シルバー人材センター　撒（５６）２１３７

4月の予定 日にち 備考

入会説明会
4/11（木）

14：00～15：30
対町内在住60歳以上の方

刃物研ぎ
4/19（金）

10：00～15：00
儡300円/本～
※内容により料金が変わります

池坊生け花教室
4/5（金）

14：00～17：00の1時間
儡2,000円/回
※花材・花器・剣山は用意します

“もう一度世界史”

せきね塾

4/12（金）

9：30～11：30

①なぜ、歴史を学ぶのだろうか？

儡500円/回

スマホの楽校

4/10（水）、24（水）

①10：00～11：30

②13：00～14：30

①中上級　②初級者向

儡500円/回

パソコンの楽校
4/4（木）、18日（木）

10：00～11：30
儡500円/回

書道教室

【月】4/1、15、22

【水】4/3、17、24

15：30～17：00

儡500円/回
※月・水いずれか３回まで


